
PICK UP 情報❶
市民のみなさんにお知らせしたい情報を拡大して掲載しています。
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毎
年
１
月
下
旬
に
送
付
し
て
お
り
ま
し
た
「
市
・
県
民
税
申
告
の

お
知
ら
せ
」
及
び
「
申
告
用
紙
」
に
つ
い
て
は
、
今
年
度
か
ら
ハ
ガ

キ
に
よ
る
ご
案
内
に
変
更
と
な
り
ま
し
た
。
申
告
書
の
郵
送
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、
税
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
な
お
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
告
書
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
受
付

申
告
時
の
共
通
事
項

申
告
会
場
は
大
変
な
混
雑
が
予

想
さ
れ
ま
す
。
時
間
の
都
合
で
受

付
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

平
成
26
年
１
月
１
日
〜
12
月
31

日
に
支
払
っ
た
国
民
健
康
保
険

税
・
介
護
保
険
料
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
は
、
社
会
保
険
料
控

除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

■
普
通
徴
収
の
方

（
納
付
書
・
口
座
振
替
の
方
）

１
月
19
日
（月）
に
「
納
付
済
額
通

知
書
」
を
発
送
し
ま
す
。

■
特
別
徴
収
の
方

（
年
金
か
ら
の
天
引
き
の
方
）

年
金
保
険
者
（
厚
生
労
働
省
な

ど
）
か
ら
「
平
成
26
年
分
公
的

年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」
が
送

付
さ
れ
ま
す
。

※
遺
族
年
金
、
障
が
い
年
金
か
ら

天
引
き
さ
れ
て
い
る
方
は
「
平

成
26
年
分
公
的
年
金
等
の
源
泉

徴
収
票
」
が
送
付
さ
れ
ま
せ
ん

の
で
、
各
担
当
課
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
わ
せ
】

◇
国
民
健
康
保
険
税
（
保
険
年
金

課　

国
保
・
年
金
担
当
）

　


v
０
６
５
１

◇
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
（
保

険
年
金
課　

医
療
福
祉
担
当
）

　


v
０
６
５
２

◇
介
護
保
険
料
（
介
護
保
険
課
）

　


v
０
６
４
９

◇
納
付
済
額
通
知
書
（
収
納
課
）

　


v
０
６
２
４

次
の
日
程
で
、
税
理
士
に
よ
る

無
料
相
談
を
行
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご

活
用
く
だ
さ
い
。

■
相
談
時
間

①
９
時
30
分
〜
12
時

②
13
時
〜
16
時

※
混
雑
状
況
に
よ
り
受
付
終
了
が

早
ま
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

税
理
士
に
よ
る
無
料
税
務
相
談

国
民
健
康
保
険
税・介
護
保
険
料・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に
関
す
る

納
付
済
額
通
知
書
の
お
知
ら
せ

■市民税・県民税の申告受付日程表

※受付日時・会場は、前年度と異なりますのでご注
意ください。
※申告会場は半田市役所ではなく、アイプラザ半田
です。ご注意ください。
※受付は、平日のみです。

※所得税の確定申告書を提出した方・給与所得のみ
の方で、勤務先から給与支払報告書が提出されて
いる方は、市民税・県民税の申告は必要ありません。
※市民税・県民税の申告は市役所に郵送で提出できま
す。

【市民税・県民税の申告が必要な方】
平成27年1月1日現在、半田市に住んでいる
方で、次のいずれかに該当する方は、市民
税・県民税の申告が必要です。 

受付日 受付会場

2月3日(火)

 6日(金)

9日(月)

 4日(水)

乙川公民館

 5日(木)

 10日(火)

岩滑公民館

亀崎公民館

平地公民館

板山公民館

神戸公民館

有脇公民館

成岩公民館

9時～12時

9時～12時

9時～15時

9時～15時

9時～12時

受付時間

 12日(木)

9時～15時

9時～12時

2月16日(月)～

3月16日(月)

 13日(金) 9時～15時

アイプラザ
半田

(第１会議室)
9時～16時

4

5

3

1

6

2
サラリーマンで、給与所得以外の所得が
ある方（主たる給与のほかに20万円を超
える所得がある方は確定申告が必要）
平成26年の中途で退職し、再就職してい
ない方

平成26年中に営業、農業、不動産所得な
どの所得がある方で所得税の確定申告
が必要でない方

平成26年中の収入が無い方で、生計を一
にする親族の税法上の扶養親族になって
いない方
国民健康保険に加入している方で非課
税収入（遺族年金・障がい年金・失業給付
金など）のみの方

平成26年中の収入が年金のみの方で、
配偶者特別控除や源泉徴収票に記載以
外の控除を受けようとする方
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国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付済額通知書
平成26年中の所得がわかるもの（給与・公的年金等の源泉徴収票、事業所得者などは売上・必要経費のわかるもの）
申告書（申告書をお持ちでない方は受付会場に用意してあります）

認印（シャチハタは不可）

必 要 書 類

国民年金の掛金の領収書または控除証明書、健康保険法の規定などによる保険料の領収書または支払額がわかるもの

申告者本人が学生の方は、学生証
所得税が還付される方は、還付先の口座がわかる本人の通帳など
障がい者控除を申告される方は障がい者手帳など（障がい者控除対象認定書を含む）

医療費、生命保険料、地震保険料及び小規模企業共済等掛金の支払証明書または領収書（医療費控除
を受ける方は、事前に合計支払金額及び保険金などで補てんされる金額を計算してお持ちください）
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東海市立商工センター
（東海市中央町）

２月

知多市勤労文化会館
（知多市緑町）

げんきの郷あすなろ舎
（大府市吉田町）

相談会場


